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第 ３ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成26年6月25日(水曜日) 

            午前10時00分開議 

            午後０時８分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成26年度熊本県一般会計補

正予算（第３号） 

 議案第２号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

 議案第３号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

 報告第１号 平成25年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての

うち 

 報告第４号 平成25年度熊本県一般会計事

故繰越し繰越計算書の報告についての

うち 

 報告第10号 専決処分の報告について 

 報告第15号 地産地消の推進に関する施策

の報告について 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①「熊本県水とみどりの森づくり税」事

業の検討状況について 

  ②地下水と土を育む農業の推進について 

  ③高病原性鳥インフルエンザへの対応に

ついて 

 豚流行性下痢（ＰＥＤ）対策に係る意見書

について 

 自主性を尊重する農業改革を求める意見書

について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 渕 上 陽 一 

        副委員長 九 谷 高 弘 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 浦 田 祐三子 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

農林水産部 

部 長 梅 本   茂 

政策審議監 濱 田 義 之 

経営局長 山 口 達 人 

生産局長 山 中 典 和 

農村振興局長 小 栁 倫太郎 

森林局長 岡 部 清 志 

水産局長 平 岡 政 宏 

首席審議員兼         

農林水産政策課長 田 中 純 二 

団体支援課長 山 口 洋 一 

農地・農業振興課長 本 田 充 郎 

農地・農業振興課政策監 川 口 卓 也 

担い手・企業参入支援課長 國 武 慎一郎 

流通企画課長 西 山 英 樹 

むらづくり課長 潮 崎 昭 二 

農業技術課長 園 田   誠 

農産課長 下 舞 睦 哉 

園芸課長 古 場 潤 一 

畜産課長 矢 野 利 彦 

首席審議員兼農村計画課長 荻 野 憲 一 

農地整備課長 池 田 雄 一 

技術管理課長 原   俊 彦 

首席審議員兼森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

林業振興課長 江 上 憲 二 

森林保全課長 塩 木 康 博 

水産振興課長 平 山   泉 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

農業研究センター所長 野 口 法 子 

――――――――――――――― 
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事務局職員出席者 

議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

政務調査課主幹 福 田 聖 哉 

――――――――――――――― 

  午前10時00分開議 

○渕上陽一委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第３回農林水産常

任委員会を開会いたします。 

 委員会に付託されました議案等を議題と

し、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。なお、執行部からの説明は、効率よく進

めるために着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 それでは、梅本農林水産部長から総括説明

を行い、続いて担当課長から順次説明をお願

いいたします。 

 

○梅本農林水産部長 おはようございます。 

 まず初めに、４月13日に球磨郡で発生いた

しました高病原性鳥インフルエンザにつきま

して、その後の状況について御説明を申し上

げます。 

 ４月16日の防疫措置完了後、考え得る最短

の５月８日に知事が終息を宣言し、全ての移

動制限を解除いたしました。 

 これも、自衛隊、警察、建設業協会、農業

団体など、夜を徹して作業に御協力いただい

た多くの関係者のおかげであり、心より感謝

を申し上げます。また、御指導、御支援を賜

りました委員長を初め委員各位には、改めて

御礼を申し上げます。 

 現在、農家の方々が早期に経営を再開して

いただけるよう、経営支援に取り組んでおり

ます。また、今回のような10万羽を超える大

規模な発生に備え、防疫資材の備蓄を強化す

るとともに、さまざまな教訓や反省点を生か

して、防疫対策マニュアルの見直しを進めて

おります。 

 今後とも、鳥インフルエンザを発生させな

いことを第一として、防疫対策の強化にしっ

かり取り組んでまいります。 

 それでは、今回提案いたしております議案

の概要について御説明いたします。 

 今回提案しておりますのは、平成26年度一

般会計補正予算１件、専決処分の報告及び承

認２件、報告案件４件でございます。 

 まず、補正予算ですけれども、総額８億円

余の増額補正をお願いしております。 

 その主な内容は、豚流行性下痢対策とし

て、農場の出入り口の消毒強化に必要な経費

に対する助成、ハラール対応食肉処理施設の

整備及び国内・インドネシアでのイベントや

商談会参加への助成、本年２月の大雪により

被害を受けた農業用ハウスなどの再建、修繕

及び撤去費用への助成などでございます。 

 次に、専決処分の報告及び承認は、４月13

日に専決処分いたしました高病原性鳥インフ

ルエンザの初動防疫措置への対応経費に係る

補正予算並びに５月８日に専決いたしました

養鶏農家への経営安定資金に係る利子補給の

助成や、売り上げに係る損失等に対する助成

及び防疫強化に要する経費に係る補正予算で

ございます。 

 次に、報告につきましては、平成25年度一

般会計の繰越明許費繰越計算書及び事故繰越

し繰越計算書、交通事故に係る専決処分、地

産地消の推進に関する施策を報告させていた

だきます。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございますが、その他報告事項として、水と

みどりの森づくり税事業の検討状況、それか

ら、地下水と土を育む農業の推進について並

びに高病原性鳥インフルエンザへの対応につ

いて御報告させていただきます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当課長か

ら御説明申し上げますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 
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○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 常任委員会説明資料(予算関係及び条例等

関係)をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成26年度６月補正予算総括表でございま

す。 

 補正額の一番下の欄でございます。 

 農林水産部全体の６月補正予算は８億1,00

0万円余、補正後の予算総額は660億円余とな

っております。 

 次に、農林水産政策課の補正予算を説明い

たします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 説明欄のくまもと農業を拓く研究開発事業

でございます。 

 国の経済対策に伴い、記載の独立行政法人

が実施します委託研究の採択を受け、イグサ

を活用した産業用資材の開発などの研究に要

する経費として、１億2,300万円余をお願い

いたしております。 

 次に、中段の債務負担行為の追加でござい

ます。 

 先ほどの研究に必要な事務機器の複数年リ

ース契約について、債務負担行為の追加設定

をお願いするものでございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 平成25年度一般会計繰越明許費繰越計算書

総括表でございます。 

 平成25年度12月議会及び２月議会で御承認

いただきました明許繰越でございます。 

 一番下の合計の欄をごらんください。 

 農林水産部全体で、625件、262億円余の繰

り越しとなっております。 

 続きまして、17ページをお願いいたしま

す。 

 農林水産政策課関係の繰り越しでございま

す。 

 上段のフードバレーアグリビジネスセンタ

ー整備事業費につきましては、詳細な設計に

時間を要したものでございます。  

 中段の農業公園施設整備事業費につきまし

ては、詳細な設計に時間を要したほか、イベ

ントの開催時期を避けたことによるものでご

ざいます。 

 下段の丸太等密度測定装置実用化事業費に

つきましては、装置費用の検討等に時間を要

したものでございます。 

 いずれにつきましても、早期の完成に努め

てまいります。 

 先に飛びまして、37ページをお願いいたし

ます。 

 平成25年度一般会計事故繰越し繰越計算書

総括表でございます。 

 一番下の合計の欄をお願いいたします。 

 件数で113件、29億円余の繰り越しとなっ

ております。 

 続きまして、43ページをお願いいたしま

す。 

 交通事故に関する専決処分の報告でござい

ます。内容は、44ページの資料で御説明いた

します。 

 ６が事故の状況でございます。 

 昨年９月26日に、県单広域本部農業普及振

興課の職員が、農業普及指導のため農道を公

用車で走行中、交差点において、左のほうか

ら直進してきた軽貨物車と衝突したものでご

ざいます。 

 今回の事故は、相手方優先の交差点で衝突

したものであり、職員の過失が大きいことか

ら、双方の過失割合は、県側70、相手方30と

なりまして、本年５月27日に和解及び損害賠

償額について専決処分を行ったものでござい

ます。 

 交通事故につきましては、今後とも発生の

防止に取り組んでまいります。 

 農林水産政策課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山口団体支援課長 団体支援課でございま



第３回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成26年６月25日) 

 - 4 - 

す。 

 資料、お戻りいただきまして３ページをお

願いいたします。 

 経営対策資金助成費でございますが、説明

欄に記載しておりますとおり、豚流行性下痢

が発生いたしました養豚農家が、経営の維

持、継続を図るために借り入れる資金を無利

子とするため、市町村と連携して利子補給を

行うものでございます。融資枠３億円に必要

な経費として、40万1,000円をお願いしてお

ります。 

 次に、資料14ページをお願いいたします。 

 平成26年５月８日付知事専決分の報告でご

ざいます。 

 経営対策資金助成費ですが、鳥インフルエ

ンザの発生により、直接または間接的に被害

を受けられた養鶏農家の経営の維持、継続を

支援するため、農家が借り入れる資金につき

まして、無利子化を含めました金利負担の軽

減を市町村と連携して行うものでございま

す。融資枠15億9,000万円に必要な費用とし

て、23万3,000円をお願いしております。 

 団体支援課は以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 資料は４ページをお願いいたします。 

 農業構造改善事業費におきまして、２億5,

000万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 これは説明欄にありますとおり、平成26年

２月の大雪に対する雪害復旧緊急対策でござ

います。 

 この事業につきましては、２月補正で県事

業費として５億6,000万円を計上しておりま

すが、国の追加対策で国費の補助率が３割か

ら５割にアップしたことなどの影響により、

県事業費を８億1,000万円余に増額する必要

が生じ、差額の２億5,000万円余をお願いす

るものでございます。 

 続きまして、資料の18ページをお願いいた

します。 

 平成25年度の繰越計算書でございます。 

 上段につきましては、６月補正のところで

触れました雪害復旧緊急対策につきまして、

２月補正で計上しましたものを全額繰り越し

たものでございます。 

 なお、事業の進捗は、６月20日現在で、施

設の撤去完了が全体の86％、再建、修繕の完

了が45％という状況にあり、残りの施設につ

きましても、速やかな復旧支援に取り組んで

まいります。 

 中段につきましては、農業大学校の整備、

改修の事業でございます。トラクター免許取

得のための検定コースについて、計画の調整

に日数を要し、繰り越したものでございま

す。８月には事業が完了する予定でございま

す。 

 下段につきましては、農業参入企業等の加

工施設、１施設に対する補助でございます。

設計の変更に不測の日数を要し、繰り越した

ものでございます。事業は５月末までに完了

しております。 

 担い手・企業参入支援課の説明は以上でご

ざいます。御審議よろしくお願いいたしま

す。 

 

○西山流通企画課長 流通企画課でございま

す。 

 説明資料の19ページをお願いいたします。 

 平成25年度の繰越明許費につきましては、

くまもと６次産業化総合対策事業のうち、国

の経済対策分で農林水産物の加工施設の整備

を行うものでございます。 

 平成26年２月の議会で５億7,600万円余の

予算計上をお願いしておりましたけれども、

前年度内の工事の実施完了が困難なため、全

額繰り越しとしたものでございます。 

 続きまして、資料45ページをお願いいたし
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ます。 

 地産地消の推進に関する施策を報告いたし

ます。 

 資料は、45ページから最後の76ページまで

でございますけれども、45ページから51ペー

ジは議案書掲載の報告でございます。25年度

及び26年度の取り組み施策の内容につきまし

ては、資料の55ページ以降に掲載しておりま

すけれども、その要約を52ページから54ペー

ジに載せております。この３ページによって

御説明をいたしたいと思います。 

 平成25年度の主要な取り組みの成果につき

ましては、全部で10部局が88施策に取り組ん

でおります。施策は、地産地消の推進に関す

る取り組みについて、５つに区分して概要を

御説明いたします。 

 まず、(1)の県民の理解の深化及び郷土愛

の育成についてでございますけれども、地産

地消のサイトによる情報提供、学校給食で

は、郷土料理をメニューとする「ふるさとく

ま(熊)さん(産)デー」の取り組みなどを行っ

ております。 

 (2)の流通の促進及び消費の拡大につきま

しては、直売所が連携して行う地産地消キャ

ンペーンの開催や県産物を補完するシステム

づくりを進めております。 

 それから、(3)でございますが、６次産業

化の推進等による経済循環及び地域活性化に

つきましては、くまもと「食」・「農」アドバ

イザー小泉武夫氏による評価会や商品発表会

を開催しております。 

 次に、53ページをお願いいたします。 

 (4)の多面的機能の再認識につきまして

は、生産者、流通業者あるいは消費者で構成

いたしますくまもと食・農ネットワークの自

主的活動を支援するとともに、子供を対象と

した農業体験交流を実施しております。 

 (5)につきまして、条例の直接的な推進に

係る取り組みにつきましては、さまざまな広

報媒体やイベントの出展ブースを活用いたし

まして、理解推進を図っております。 

 次に、そこに取り組み成果の目標、指標を

枠書きの中に載せております。 

 学校給食で、県産品の占める割合は50.5％

に達しております。直売所の農林水産物の売

り上げにつきましては、県調査では約107億

円となっております。農産物の６次産業の販

売金額につきましては、国の調査におきまし

て622億となっております。くまもと食・農

ネットワークの会員数は1,799人でございま

す。それから、県民アンケート調査によりま

すと、県民の方々の地産地消への関心は93.9

％でございます。いずれの数値も徐々に増加

をしております。 

 続きまして、54ページの26年度に推進する

施策について御説明をいたします。 

 26年度は、全体的には10部局、85施策に取

り組むこととなっております。 

 全体としては、25年度と同様の活動を継続

してまいりますが、特に推進のポイントを申

し上げますと、(1)につきましては、地域住

民みずからが自主的に取り組むための組織整

備や活動を支援することとしております。 

 飛んで(3)でございますが、引き続き小泉

武夫氏の活動を軸として、加工品の磨き上げ

や商品化を推進し、県外消費地における商談

会、紹介等を開催してまいります。 

 (4)につきましては、くまもと食・農ネッ

トワークの活動において、地域での活動の核

となる人材の参加を促進し、活動の考え方や

推進方法などに係る情報交換を行います。 

 今後とも、生産者、関係団体、県民等が一

体となった全県的な活動として、なお一層推

進してまいります。 

 以上で御説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 資料、戻りまして５ページをお願いいたし
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ます。 

 補正予算でございます。 

 国庫支出金返納金として43万1,000円の補

正をお願いしております。 

 これは、25年度の環境保全型農業直接支払

推進事業の県事業費の確定に伴い、旅費など

の執行残を国に返納するものでございます。 

 次に、20ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 県営中山間地域総合整備事業費として７億

5,476万円を繰り越しております。 

 内容は、中山間地の圃場整備や農道整備な

どで、事前換地や用地買収に難航したことな

どにより、年度内完了が困難になったもので

ございます。 

 次に、38ページをお願いいたします。 

 事故繰越でございます。 

 内容は、24年度経済対策分として25年度に

繰り越していたため池の改修工事です。 

 全国的な建設関係技能者の不足により年度

内完了が困難になり、やむを得ず850万円を2

6年度へ事故繰りしたものですが、工事は既

に５月下旬に完了しております。 

 むらづくり課は以上でございます。御審議

よろしくお願いいたします。 

 

○下舞農産課長 農産課でございます。 

 資料21ページの繰越明許費繰越計算書の説

明でございます。 

 表上段の次世代水稲品種育成加速化事業費

は、時代のニーズにマッチした特色ある品種

育成を加速化するため、農研センターの施設

整備を行うものですが、試験研究の特殊施設

等に対応するため、設計に不測の日数を要し

たもので、26年度中に完了予定となっており

ます。 

 表下段の生産総合事業費ですが、農業生産

性向上を図る共同利用施設等の整備を行うも

ので、地盤に関する基礎工法の見直しや施設

部材入手等に不測の日数を要したもので、本

年12月末には全地完了予定となっておりま

す。 

 農産課は以上でございます。 

 

○古場園芸課長 園芸課でございます。 

 説明資料22ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 上段、次世代型ハウス環境制御システム確

立事業でございます。 

 施設園芸作物の大幅な収量の向上を実現す

るため、農業研究センターに試験研究用の小

型複合環境制御ハウスを整備するものでござ

います。 

 下段、プレミアムデコポン生産システム確

立事業は、高糖度な加温デコポンの生産を実

現するため、果樹研究所に試験研究用の複合

環境制御ハウスを整備するものでございま

す。 

 いずれも、設計等に時間を要したものでご

ざいます。試験開始に支障のないよう完了さ

せる予定でございます。 

 園芸課は以上でございます。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 上段の畜産物市場流通戦略対策事業費とし

て、補正額3,700万円余をお願いいたしてお

ります。 

 これは説明欄に記載してございますけれど

も、ハラール対応食肉処理施設の整備に対す

る補助や、国内やインドネシアでのイベント

や商談会の参加に対する補助を行うものでご

ざいます。 

 下段の家畜衛生・防疫対策事業費でござい

ますけれども、4,200万円余りをお願いいた

しております。 

 これは説明欄に記載してございますが、豚

流行性下痢緊急対策事業といたしまして、養

豚農家や屠畜場での動力噴霧器の導入などの

消毒の強化に必要な経費に対する補助を行う
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ものでございます。 

 以上、合計で7,900万円余の増額をお願い

するものでございます。 

 続きまして、資料の12ページをお願いいた

します。 

 鳥インフルエンザ発生に伴います４月13日

の専決処分の報告及び承認でございます。 

 家畜衛生・防疫対策事業費として、２億2,

400万円余の増額でございます。 

 これは説明欄に記載しておりますけれど

も、発生農場における殺処分や周辺地域にお

ける消毒ポイントの設置運営等に要する経費

でございます。 

 続きまして、資料の15ページをお願いいた

します。 

 鳥インフルエンザ発生に伴います５月８日

の専決処分の報告及び承認でございます。 

 家畜衛生・防疫対策事業費といたしまし

て、7,000万円余りの増額でございます。  

 説明欄１の養鶏農家緊急支援事業は、制限

区域内の養鶏農家の飼料費等の増加や売り上

げに係る損失等に対する補助でございます。 

 説明欄２の鳥インフルエンザ防疫強化対策

事業は、鳥インフルエンザの新たな発生に備

えた防疫資材の備蓄の強化に要する経費等で

ございます。 

 続きまして、資料の23ページをお願いいた

します。 

 繰越明許費でございます。 

 上段のくまもとブランド和牛種雄牛作出事

業は、農業研究センター畜産研究所にドナー

牛舎等を整備し、ドナー牛の導入を行う事業

でございますが、設計等に不測の日数を要し

たため繰り越すものでございます。 

 中段の循環型耕畜連携体制強化事業は、環

境問題の発生に迅速に対応できるよう、施設

整備に対し補助するものでございますけれど

も、気象等の影響により繰り越したものでご

ざいます。 

 下段の草原再生・草地畜産研究所整備事業

は、農業研究センター草地畜産研究所の放牧

技術研究棟を整備する事業でございますけれ

ども、給水施設や作業道の整備において、設

計に不測の日数を要したために繰り越すもの

でございます。 

 いずれも早期竣工を目指して努めてまいり

ます。 

 畜産課は以上でございます。よろしく御審

議をお願いいたします。 

 

○荻野農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 繰越明許費について御説明いたします。資

料24ページをお願いいたします。 

 農村計画課の翌年度への繰越額の合計額は

２億790万円余でございます。 

 繰り越しの主な理由としましては、一番上

の農業農村整備調査計画費及び次の小水力・

太陽光発電導入モデル事業費につきまして

は、入札不調により年度内の業務完了が困難

となったものでございます。 

 次に、地域資源活用型農業用水確保対策事

業費につきましては、施設設置箇所の選定に

不測の日数を要したため、年度内の完了が困

難となったものでございます。 

 以上３件につきましては、いずれも７月末

に完了予定でございます。 

 次に、繰越額の８割を占めます県営土地改

良調査計画費につきましては、国の経済対策

関係予算であり、交付決定が年度末になった

ことで適切な工期が確保できず、年度内完了

が困難となったものでございます。 

 最後に、農業農村整備推進交付金事業費に

つきましては、主に団体営事業に対する県の

上乗せ助成を行う事業であり、団体営事業が

資材の入手困難等により繰り越したことに伴

い、繰り越しを行うものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 
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○池田農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 平成24年度から25年度へ繰り越しを行った

県営事業におきまして、全国的な資機材及び

建設技術者の不足等によって多くの工事で入

札に不調を来しました。それでも、年度内に

何とか契約できたものについては事故繰越を

行いましたが、できなかったものについては

不用額として処理しております。 

 発生した不用額については、既に市町村等

から負担金等を徴収しているものがありまし

たので、これを今回返還する必要があること

から、市町村等負担金返納金として8,100万

円余を補正予算として計上しております。 

 同じく、説明資料の25ページをお願いいた

します。 

 25ページから27ページにかけて、繰越明許

費を12事業で総額80億9,700万円余計上して

おります。このうち、通常分が約54億円、経

済対策分は約27億円となっております。 

 繰り越し理由は、計画や設計に関する諸条

件に関するもの、用地に関するもの、資材の

入手難に関するものなどとしております。 

 明許繰越につきましては、早期発注に努

め、年度内に完了するよう取り組んでまいり

ます。 

 続きまして、説明資料の39ページをお願い

いたします。 

 39ページから40ページにかけて、事故繰越

費を計上しております。 

 平成24年に発生しました九州北部豪雨災害

関係の復旧予算と平成24年度の国の経済対策

等に係る予算で、平成25年度へ繰り越したも

ののうち、全国的な資機材や建設関係技能者

の不足等によりやむなく８億3,500万余の事

故繰越を行うものです。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○長﨑屋森林整備課長 森林整備課でござい

ます。  

 資料の28ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございますけれども、上から

３段目、森林環境保全整備事業で80件、17億

1,400万円余を含めまして、５事業で145件、

22億5,500万円余を繰り越しております。 

 いずれも、造林、間伐などの森林整備や作

業道の整備、復旧を行う事業でございますけ

れども、森林経営計画策定のおくれや路線の

線形選択のおくれなどにより繰り越しをお願

いするものでございます。いずれにしまして

も、年度内に完了するべく努力しているとこ

ろでございます。 

 森林整備課は以上でございます。 

 

○江上林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 説明資料の８ページをお願いします。 

 林道災害復旧費のうち、過年林道災害復旧

費で257万5,000円の増額補正をお願いしてお

ります。 

 これは、昨年の災害で被災した市町村が施

行する林道施設災害の復旧に補助するもので

あります。 

 続きまして、飛びますけれども、29ページ

をお願いします。 

 繰越明許費関係です。 

 県産木材新規用途導入促進支援事業費ほ

か、30ページ、31ページにかけての13事業、

88カ所、69億7,826万円余の繰り越しとなっ

ております。このうち、国の経済対策関連が

40億5,965万円余、通常分が29億1,861万円余

です。 

 繰り越しの理由といたしましては、経済対

策等により計画や設計に関する諸条件や用地

関係によるものでして、いずれも早期発注に

努めまして、年度内に完了する予定です。 

 林業振興課は以上です。よろしくお願いし

ます。 
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○塩木森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 資料９ページをお願いいたします。 

 過年治山災害復旧事業について、１億5,90

0万円余の増額補正をお願いしております。 

 これは、熊本広域大水害で被災した治山施

設を、25年度に復旧することとしておりまし

たが、一部の箇所が入札不調で事業ができな

かったため、改めて26年度事業でお願いする

ものでございます。復旧工法を含め、設計内

容を見直して、早期な復旧を図ってまいりま

す。 

 次に、32ページをお願いいたします。 

 明許繰越の報告です。 

 32ページ、治山事業費から、次の33ペー

ジ、現年治山災害復旧費まで、６事業、77カ

所、合計27億3,000万円余を繰り越しており

ます。 

 理由は、計画設計、用地に不測の日数を要

したものでございまして、年度内完了の予定

でございます。 

 次に、41ページをお願いいたします。 

 事故繰越でございます。 

 ４つの事業について、89カ所、合計20億9,

900万円余を繰り越しております。 

 全国的な資機材不足や技能者の不足でやむ

なく行ったものでございます。現在既に45カ

所は完了しておりまして、９月末には全て完

了する予定でございます。 

 森林保全課は以上でございます。よろしく

お願いをいたします。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 説明資料、お戻りいただきまして10ページ

をお願いいたします。 

 今回、漁港建設管理費について増額補正を

お願いしておりますが、いずれも国庫補助の

内示増に伴うものでございます。 

 まず、上段の漁港関係海岸保全事業費につ

きましては、市管理１漁港の海岸保全事業の

内示増に伴う指導監督費の増でございます。 

 下段の漁港関係港整備事業費につきまして

は、説明欄をごらんください。 

 １の港整備交付金事業費は、隣接する港湾

と漁港双方の一体的な整備を行うことで地域

再生を図るものでございまして、今回、新規

地区の追加に伴う増額をお願いするものでご

ざいます。 

 ２の水産基盤ストックマネジメント事業

は、施設の長寿命化対策の実施により、更新

コストの平準化と縮減を図るものですけれど

も、国庫内示増に伴いまして、県管理漁港に

おける機能保全計画の見直し、また、宮田漁

港ほか１漁港で機能保全工事を実施する予定

としております。 

 ３につきましては、水産基盤整備事業を計

画的、効率的、かつ円滑に実施するための調

査を行う事業でございますが、同じく国庫内

示増によるもので、有明海東地区における海

域の調査を実施する予定としております。 

 漁港漁場整備課としましては、以上、合わ

せまして１億1,400万円余の増額補正をお願

いしております。 

 次に、34ページをお願いいたします。 

 繰越明許費について御説明申し上げます。 

 34ページから36ページにかけて、計画に関

する諸条件により、14事業、案件にいたしま

して38件について繰り越しをお願いしており

ます。 

 繰越額の合計は20億9,860万円余でござい

ますが、このうち国の経済対策関連が４億7,

325万円、通常分が16億2,535万円余となって

おります。いずれも年度内には全て完了する

予定でございます。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま
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す。 

 質疑はありませんか。 

 

○岩中伸司委員 先ほど部長の御挨拶の中

で、鳥インフルエンザの防疫体制、非常に庁

内挙げて頑張って――これまで私たちも委員

会で視察もさせていただいたんですが、非常

にやっぱり具体的ないろんな皆さんの頑張り

の経過を聞いていますが、この挨拶の中で、

具体的に自衛隊、警察、建設業界、農業団体

などとしてありますけれども、謙遜してこう

いう形だと思いますが、一番頑張ったのは県

職員とそれぞれ自治体の職員じゃないかと思

うんですが、具体的な数字でいけばどういう

形になりますかね。 

 

○矢野畜産課長 ただいまお尋ねの鳥インフ

ルエンザの対策に対して、出ていただいた方

の人数でございますけれども、４月13日から

３日間の従事でございますけれども、トータ

ルで4,235人でございます。そのうち、県職

員が2,357名、そのうち警察400名でございま

す。それから、市町村が723名、農業団体で

ございますけれども、89名、建設業協会84

名、それから農政局等の国の機関でございま

すけれども、82名、それから自衛隊900名、

以上、大体合計で4,235名に従事をいただい

たところでございます。 

 

○岩中伸司委員 一回資料はいただいたよう

な――正確な数を把握できていないので今質

問したんですが、やっぱり圧倒的に県職員で

すね。警察を含めて頑張っていただいている

ということなので、部長の挨拶には言いにく

いことでしょうからね。ここで私のほうか

ら、本当に御苦労さんでしたということは告

げたいというふうに思います。あんまり謙遜

して報告をしないでいいんじゃないかと思い

ますので、つけ加えておきます。 

 

○井手順雄委員 これは園芸課に質問になる

かと思いますが、今回、大雪関係で相当な額

の補助がついた、施設園芸ができると。 

 最近、農政の園芸のほうを見てみますと、

随分手厚いあれがつくなと。水産から比べた

ら、本当うらやましい限りであるというふう

に思っておりますが、今現在ハウス園芸とい

うのは大型化している状況にあると思うんで

すね。そういう中で、最近、ここ１年か２年

でもいいんですが、大体どれぐらいふえてい

るのか。そういった、ヘクタール数でもいい

し、棟数でもいいし、ふえる状況というのは

どういうふうに今ありますか。 

 

○古場園芸課長 全体の話としては、補助事

業の関係で申し上げますと、強い農業づくり

交付金というのが国の事業でございます。こ

れで、25年度で60ヘクタールぐらい、それか

ら、26年の計画でも、その半分の30ヘクター

ルぐらいの計画がございます。 

 

○井手順雄委員 相当ふえているというよう

な状況下にあるというふうな認識でよろしい

んですかね。 

 そういう中で、結局、ハウスをつくろうか

と、大型化していこうと、法人化して営農組

織でやっていきましょうよとか、そういった

ところも追随して加速していってこんな棟数

がふえているという状況下に私はあると思う

んですが、一方、熊本県の場合は、お父さん

と息子とか、お父さん、お母さんの、例えば

３反、４反の園芸でしている人がほとんどな

んですね。 

 そういった中で、いろんな流通関係の方か

ら話をお聞きしますと、そういった大型でや

っていく人が全てその出荷量も多くなってき

て、そういった小規模な園芸農家がどんどん

減っていくような状況にあるんじゃなかっか

ということをしきりに心配されている。そう

いう中で、そういった大型化も必要なんです
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が、そういった小規模、今までの農業、熊本

県の農業を支えた農家、この辺の施策という

のは何かありますか、逆に。 

 

○古場園芸課長 先ほど申し上げました国の

強い農業づくり交付金につきましても、５戸

以上の組織で事業ができることになっており

ます。そういう意味で、規模について、小規

模の方はできないという制限はございません

ので、ある一定の規模の方々についてはでき

るかというふうに思っております。 

 

○井手順雄委員 それはわかっております。

しかし、その５戸以上に入れない、もうそう

いうところには入る規模ではないと、いわゆ

る、耐候性ハウスとか、そういったお金――

補助だけれども、かけられないというところ

が減尐していくんですよ。これは、勝ち組、

負け組じゃないけれども、そういった差がこ

こ１～２年、顕著に見えているというような

状況があるんですね。 

 そういう中で、補助事業という事業じゃな

しに、そういった小規模農家を集約してブラ

ンド化をしていこうじゃないかとか、そうい

ったソフト事業、そういうのをこれはあわせ

てやっていくべきじゃなかろうかと。 

 そういった大規模農家に対抗でき得る品物

づくり、これだけ手厚か――農政のほうはで

すよ。農業はしよるわけだから、その辺はち

ょっと削ってでも、そういう小規模農家にも

うちょっと手厚いいろんな事業を出すよう

な、そして指導していくような、例えば流通

でもいいじゃないですか。小規模は、こうい

った流通をしてくださいというようなそうい

う、何というの、差じゃないけれども、育っ

ていくような環境をつくっていかぬと、この

農業というのは、今後本当衰退していくとい

うか、減っていく状況に私はあると思うの

で、そこら辺はよろしくお願いしたいと思い

ます。何かありますか。 

 

○梅本農林水産部長 大変根本的な御指摘で

ございますので、お答えさせていただきま

す。 

 私どものスタンスとしては２通りございま

して、農業を産業として大規模化したり、経

営力を高めたりするものと、それから、農村

社会を守っていくためには、特に中山間とか

で小規模のところがきちっと残ってもらって

農村を守ってもらうと、そういったところに

対する手当て、政策というのを別途考えなく

ちゃいけないと思っております。 

 例えば施設園芸のハウスにつきましては、

そんなに投資の要らない簡易な整備を促進す

るとか、あるいは小ロットの、例えばひご野

菜とかに代表されますようなユニークな、し

かも有機等でつくった得がたいものを小さな

農家がつくっておられます。そういったもの

を、例えば東京とか大阪のレストランとかに

も紹介して、きちっと収入を得てもらうよう

な、そして、運送も、宅配でしますと高くつ

きますので、共同輸送したりするような流通

の取り組みもあわせて行いまして手当てをす

るという、この２通りの視点を持って農政を

進めていこうと思っております。 

 

○井手順雄委員 よくわかりました。 

 セット販売だとか、あと例えば露地野菜だ

ったら、推進といって、例えばトンネルにも

補助するとか、そういった細々なやっぱり対

応をしていくというのも今後私は必要だと思

うので、ひとつ今部長がおっしゃったよう

に、そういうところも守っていっていただき

たいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○村上寅美委員 部長、繰り越しというか、
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工事の総額は幾らぐらいになるの。わかった

もんでよか。 

 

○田中農林水産政策課長 明許繰越が、本年

度が262億円でございます。 

 

○村上寅美委員 全体で。 

 

○田中農林水産政策課長 はい、部全体で26

2億円でございます。 

 

○村上寅美委員 今説明を聞きよったら、繰

り越しているけども、工事が終わりました

と、５月ごろ、というのも大体出て、これは

260から引くわけだろう、その分は。 

 

○田中農林水産政策課長 これは昨年度の12

月議会と２月議会で御承認いただいた分でご

ざいますので、その中にはもう終わっている

ものもございますし、まだ完了していないも

のもございます。両方入っております。 

 

○村上寅美委員 だから、260億の中とは

別。 

 

○田中農林水産政策課長 262億円の中に完

了したものもございます。 

 

○村上寅美委員 だから、その辺はわからん

ね。大体どの程度――今何人かの課長がもう

終わりましたという説明があったものだか

ら。だから260億から引いていいんじゃない

かと思うから。 

 

○田中農林水産政策課長 ちょっと全体的に

完了したのがどれぐらいというのは、数値と

しては今持っておりません。 

 

○村上寅美委員 それが実態だけん。実態は

そうでしょうが。あなたたちは数字で12月と

２月の議会の分の未消という形で整理しとる

けど。それはそれで結構だけど、実態がどの

程度かなというのを把握したい。 

 例えば、阿蘇なんかが、あれだけ7.12でや

られたけど、農業のほうは意外と終わってい

るんじゃないの、もう進んでいるんじゃない

の、土木と違うて。そういうふうに聞いとる

が、その辺の実態はどうなの。本当の実態は

どうですか。 

 

○池田農地整備課長 県営災害につきまして

は、おおむね完了しております。それで、６

月から作付を行っていただいております。あ

と、一部舗装等が残っておりますが、おおむ

ね完了しております。 

 

○村上寅美委員 わかりました。後で数字を

教えてくれ。概算でいいから。何も問題視す

る問題じゃなかっだけん。ちょっと確認して

おきたい。 

 

○渕上陽一委員長 それなら、後でまた、そ

れぞれに御報告をお願いしておきます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○岩中伸司委員 １個だけ。私が、かなり耳

が遠くなったので、西山課長の、さっきは県

内の直売所の数で107億円とかというお話が

あったんですが、それは。 

 

○西山流通企画課長 ちょっと私が107億と

言いました。こちらの116億のほうが正しい

ということでお願いしたいと思います。 

 53ページの枠書きの中の２段目になります

けれども、一応専業の部分がちょっと抜けと

った数字を言ってしまいましたので、そうい

うことで、農林水産物の全体の中には、107

億の中には、物販として水産の部分も入って

おります。そういうことでございます。 
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○岩中伸司委員 ありがとうございました。 

 県内直売所って、ちなみにこの調査で何カ

所ぐらいありますかね。 

 

○西山流通企画課長 200ぐらいです。把握

しているのは216です。回答数が196だったと

思いますけれども、大体そういう形です。 

 

○岩中伸司委員 ありがとうございました。 

 

○井手順雄委員 私、趣味が日曜大工なんで

す。それで、よく犬小屋をつくったり、そう

いうときに、県産材を買いに行こうかという

ふうなことで行くんですけれども。熊本一円

のホームセンターとか、なかっですね。外材

ばかりで。 

 それに関する事業で、材木利用普及啓発事

業なんてやっておられますけれども、その辺

はどこで買えば県産材は買えるんですか。一

般県民が。そういった、例えばホームセンタ

ーの一角に、県か森林組合でもいいけれど

も、営業して、一角に杉の４寸角ば置くと

か、杉板の県産材を置かせてくれとか、そう

いった啓発もこれは入っとるんですかね。 

 

○江上林業振興課長 県産材の日曜大工とか

で購入されるやつも、ホームセンターの一角

には置いてはございます。外材ばっかりでは

…… 

 

○井手順雄委員 なか。 

 

○江上林業振興課長 いえ、私が行くところ

には置いてありますけれども。それと、森林

組合等、木工を手がけるところもありますの

で、そういうところに行けば、その材料の手

配もできるようになっております。 

 

○井手順雄委員 こんくらいの、４センチ５

ミリ角ぐらいのはあるよ。杉のね。しかしな

がら、もうちょっと立派な４寸角とか、５

寸、６寸の柱になるような材木とか、そうい

うのをもし置けるならば、熊本県産材ですと

か、そういった、何ですか、ＰＲじゃなかば

ってん、書いていただくと、ああと思うけん

ですよ。 

 結局、何か外材、米松とか、米杉とか、あ

ぎゃんとばっかり今入ってきております。だ

けん、そういうのしか買えぬけんね。やっぱ

りその辺は――ツーバイフォーあたりのカッ

トで売れば、まだ売れると思うばってんです

ね。その辺もよろしくお願いします。済みま

せん、我が趣味のことで。だけん、ちゃんと

書いてよ。 

 

○渕上陽一委員長 指導をよろしくお願いし

ておきます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○浦田祐三子委員 ハラール対応牛肉輸出促

進事業について、済みません、もうちょっと

詳細に御説明をいただきたいと思います。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 ただいまお尋ねのハラール対応施設でござ

いますけれども、具体的に申しますと、錦町

にございますゼンカイミートの屠畜場でござ

います。 

 ハラールとして国外に輸出するためには、

その国のイスラムに基づく認証と、あわせて

また２国間によります衛生条件等を含めまし

た両方の交渉妥結が必要でございます。 

 インドネシア側からの認証につきまして、

ハラール対応という証明につきましては以前

いただいておったんですけれども、４月11日

にインドネシアの国のほうから査察がござい

ました。その査察におきまして指摘を受けた

事項についての改修を行うための補助でござ

います。 

 具体的に申し上げますと、ハラール対応の
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食肉と通常ベースの食肉については、交差が

絶対あってはならないということでございま

すので、ハラール専用の冷凍冷蔵庫ですと

か、内臓の処理ラインですとか、そういった

ものの施設整備を行うものでございます。あ

わせて、解体室、カット室等の補修を行うも

のでございます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員長 済みません、これは、い

つぐらいから、どのくらいの量、出口という

のはどこか、今わかるところがあれば一緒に

教えていただければと思いますけれども。 

 

○矢野畜産課長 先ほど申し上げましたイン

ドネシアの国としての認証――先日、査察が

参りましたけれども、それを受けて２国間交

渉が調えば、具体的に輸出ということが可能

になるかと思っております。 

 今現在、インドネシア側のほうからは、10

0トンのオファーを今のところ受けてござい

ます。まずは、そのぐらいからいけるかなと

いうふうに思っておりますけれども、ちょっ

と時期については、２国間交渉になるもので

すから、いつ来るかというのは、ちょっと今

段階では申し上げる段階にはございません。 

 

○浦田祐三子委員 あわせて、これからのイ

ンドネシアでのイベントや商談会への参加と

いうことで、具体的にこれも何か決まってい

るんですか。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 先ほど申しましたように、ちょっと時期に

つきましてはまだはっきり決まっておりませ

んけれども、早ければ７月ぐらいには両国の

交渉がまとまるかなというふうに思っており

ます。 

 もしそこの段階でいければ、10月に知事の

トップセールスあたりも計画しておりまし

て、インドネシアにおきましての県産牛肉の

ＰＲ等を進めてまいりたいというふうに考え

ております。具体的にはこれからになるかと

思います。 

 

○浦田祐三子委員 ありがとうございます。 

 非常にこれからインドネシアとのおつき合

いとかに関心を持っていますので、ぜひしっ

かり力を注いでいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○堤泰宏委員 これは、ここでお聞きしてい

いつかわからぬとですけれども。この予算書

の中に農地・農業振興課の予算があるんです

けれども、これは事業説明というのは今はな

かったかな。24億かな。(発言する者あり)い

やいや、えらい難しい質問じゃないですよ。

農地・農業振興課、24億。説明資料の中に名

前も載っとらっさんけん、何の仕事をしよら

すかわからぬ。卖純な質問ですよ。 

 

○本田農地・農業振興課長 １ページのとこ

ろでおっしゃっておるかと思いますが、今

回、うちの農地・農業振興課については補正

がございませんので、説明をしておりませ

ん。当初、補正前の額の24億というのはござ

います。 

 

○堤泰宏委員 いや、だけん、どぎゃん仕事

ばしよんなはっとかわからぬけん聞きよる。

えらい難しいことじゃなかです。 

 

○本田農地・農業振興課長 仕事の内容は、

農地の集積ですとか、耕作放棄地対策ですと

か、あと農地の転用、農振関係の業務をやっ

ております。 
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○堤泰宏委員 農振関係ばここでしよんなは

る。なるほど、わかりました。 

 

○村上寅美委員 わからぬでわかりましたて

言わす。 

 

○堤泰宏委員 いや、大体わかったです。農

振のつやらばしよらすとな。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号から第３号について、一括して採

決したいと思いますが、御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 第１号外２件について、原案のとおり可決

または承認することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認め、よっ

て、議案第１号外２件は、原案のとおり可決

または承認することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が３件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、担当課長から報告をお願いいた

します。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 熊本県水とみどりの森づくり税について御

報告させていただきます。 

 資料は、このカラーのＡ３の１枚紙でござ

います。 

 熊本県では、平成17年度にこの森づくり税

を創設しまして、これまで森林の公益的機能

の維持、増進を図るなど、施策に取り組んで

おります。 

 平成26年度は、平成21年度の条例改正から

５年が経過いたします。条例の中で、施行後

５年を目途に、条例の施行状況等を勘案して

検討を行うことになっております。本日は、

これまでの取り組みの成果と今後の方向性の

案につきまして、検討状況を御報告いたしま

す。 

 まず、資料のⅠのところに税の概要を記載

しております。 

 １の課税の目的でございます。 

 本税は、下線を引いておりますけれども、

森林を全ての県民の財産として守り育て、次

の世代に引き継いでいくことを目的として、

森林の有する公益的機能の維持増進を図る施

策に要する経費に充てるため、課税されてい

るところでございます。 

 ２の税の仕組みでございます。 

 県民税均等割の超過課税方式としまして、

個人県民税は年額500円、法人県民税は均等

割の５％相当額を徴収しております。年間の

税収は約４億8,000万程度でございます。 

 ３、税収額でございます。 

 本年度の税収見込み額計を含めまして、過

去10年間で47億円程度の税収となっておりま

す。 

 次に、Ⅱの事業の実績でございます。  

 事業は、１の森林の公益的機能の発揮に向
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けた取り組みと、２の県民参加の森づくりを

推進するための普及啓発の取り組み、この２

つの柱で取り組んできております。 

 １の森林の公益的機能の発揮に向けた取り

組みでは、(1)の手入れの行き届いていない

杉、ヒノキの人工林について、9,716ヘクタ

ールの針広混交林化を行うとともに、(2)の

下流域保全のための広葉樹等の植栽、また、

(3)の鹿による森林被害を防除する事業など

を実施しております。 

 また、右側の２の県民参加の森づくりを推

進するための普及啓発では、(1)の住民団体

等が実施する植栽や間伐などの支援により、

県民約４万5,000人が参加するとともに、(2)

の児童生徒等の森林整備体験への支援を実施

しております。また、(3)の木製の遊具や机

など、木に触れる環境づくりを支援しており

ます。 

 こうした事業に取り組む中で、近年、取り

巻く状況の変化をその下に記載しておりま

す。 

 左側の１に記載しておりますが、放棄森林

を解消し、公益的機能を果たす森林への再生

を強化する必要性が増大しております。 

 また、熊本県は、生活用水の約８割を地下

水に依存しておりますが、２の森林の地下水

涵養域の増進が重要となっております。 

 右側の１に記載の山村の過疎化、高齢化に

より、地域の担い手が急務であるとともに、

２になりますが、森林や里山景観、鹿対策等

の地域対策の必要性が増大しております。 

 最後に、下段のⅢ、第３期の方向性の案で

ございます。 

 取り巻く状況の変化に対応しまして、より

一層公益的機能の増進を図るため、第３期の

方向性の案としまして、次の３つを柱として

検討を進めております。 

 まず、１、水源涵養機能などを発揮するた

めの森林づくりとしまして、針広混交林化な

どを継続の上、森林所有者に対して森林整備

の働きかけ等を進めていくこととしておりま

す。 

 続いて、２の森林の重要性を伝え、森林を

守り育てるための担い手の育成でございます

が、山村地域や森林を守り育てる地場林家等

の地域リーダーの育成等を進めることとして

おります。 

 また、３の森林、木材を生かした地域・景

観づくりとしまして、森林などの維持に支障

を及ぼす鹿対策を継続させるなど、地域対策

に取り組むこととしております。 

 このような形で検討を始めておりまして、

今後、議会を初め関係者の意見などを伺いな

がら、検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 説明は以上でございます。 

 

○園田農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 地下水と土を育む農業の推進について御説

明をいたします。 

 １ページをお開きください。 

 現状でございますが、環境に優しい農業推

進のため、これまで土づくり・減農薬運動や

熊本型有機農産物「有作くん」認証制度な

ど、さまざまな対策に取り組んでまいりまし

た。 

 現在はくまもとグリーン農業を展開してお

りまして、ここに書いておりますような、環

境に優しい施肥、防除技術、土づくりの推

進、それから、グリーン農業により生産され

た農産物の販売拡大、消費者へのＰＲ活動な

どに取り組んでいるところでございます。 

 これまでの取り組みと課題でございます

が、グリーン農業の生産者数を目標の２万3,

000戸へ倍増させるとともに、消費者の応援

宣言も5,000人を超えてきております。 

 しかし、まだ身近にグリーン農業マークの

農産物は余り見かけないという声もございま

す。今後、グリーン農業農産物のさらなる生
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産と消費拡大へつなげるためには、もっと県

民を巻き込んで、永続的なうねりをつくり出

すことが重要というふうに考えております。 

 さらに、飼料用米の作付拡大を促す減反政

策の見直し、それから、地下水保全に対する

農業分野の取り組み強化が求められてきてい

るところでございます。 

 ここで、２ページをお開きください。 

 ２ページ以降は、これまで取り組んできた

ことについての具体的な説明資料でございま

す。 

 まず、土づくり・減農薬運動からくまもと

グリーン農業へ展開いたしまして、ここにグ

ラフに出しておりますように、この25年間で

化学肥料の総使用量は６割以上削減をしてお

ります。 

 ３ページでございます。 

 ３ページは、グリーン農業の推進状況で

す。 

 右上のグラフは、グリーン農業宣言者数の

推移でございますが、平成25年度の実績は、

生産宣言した農家数が１万1,797軒、応援宣

言をした消費者の数が5,605件というふうに

なっております。 

 27年度の目標につきましては、それぞれ２

万3,000、それから１万ということで、目標

を設定しているところでございます。 

 下の三角形の図は、生産宣言をした中身を

示したものでございます。 

 上に行くほどレベルの高い取り組みです

が、下の２つのエコファーマー、それから、

環境に優しい農業がこの中の８割を占めてお

ります。これをもっと上の段階に引き上げて

いく必要があるというように考えておりま

す。 

 続きまして、４ページでございます。 

 これまで、土壌分析を実施するとともに、

堆肥を有効活用しながら施肥基準を見直すな

どを行いまして、化学肥料を削減してきた取

り組みを示しております。このように、施肥

基準をかなり見直しながら削減を図ってきた

ということでございます。 

 それから、５ページでございますが、５ペ

ージは、堆肥の利用、流通の促進でございま

すが、良質堆肥をつくるために堆肥コンクー

ルを開催しておりまして、「たい肥の達人」

現在25人を認定しておりますが、堆肥の完熟

度もかなりよくなってきたということでござ

います。 

 それから、下のグラフでございますが、堆

肥の広域流通、これも年々その量が拡大して

おりまして、今５万6,000トンほどの流通が

進んできておるということでございます。 

 続きまして、６ページでございます。 

 このような取り組みをさらに進めるため

に、畜産農家から野菜農家などへの耕種農家

へさらに多くの堆肥を流通させ、水田を活用

した飼料用米を畜産農家へ供給する体制を整

えるとともに、下に書いておりますような、

くまもとグリーン農業をさらに発展させてい

く必要がございます。 

 このための方策として――１ページに戻っ

ていただきたいと思います。１ページの下段

のほうに書いておりますが、地下水と水を育

むための対策(案)といたしまして、くまもと

グリーン農業をさらに加速させ、熊本の地下

水と土の50年先、100年先を見据えて、年度

内の条例化を視野に入れて、検討に着手した

いと考えております。 

 条例の中身につきましては、ここに挙げて

ございます①番から⑤番目を切り口として 

検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 お手元の資料に、高病原性鳥インフルエン

ザへの対応についてということで配付してあ

るかと思いますけれども、それにつきまして

御報告いたします。 

 １ページをお願いいたします。 
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 高病原性鳥インフルエンザへの対応状況で

ございます。 

 ４月13日に発生いたしました高病原性鳥イ

ンフルエンザにつきましては、知事の指示の

もと、対策の４原則にのっとって対応いたし

ましたが、４月16日の防疫措置完了後、考え

る得る最短の５月８日に知事が終息を宣言

し、全ての制限を解除することができまし

た。 

 封じ込めに導いた４つのポイントを整理し

ております。 

 １点目は、迅速な通報及び防疫着手にござ

います。 

 農家との日ごろのコミュニケーションによ

りまして、早期通報をいただきましたけれど

も、あわせまして、簡易検査陽性の段階から

防疫の事前準備に着手をいたしました。 

 ２点目は、厳格な初動、封じ込めでござい

ます。 

 初動から24時間、1,000名、72時間、4,200

名態勢で臨みました。 

 ３点目は、国、自治体、関係団体との強力

な連携でございます。 

 日ごろから、自衛隊、建設業協会、ＪＡ、

国、市町村などと連携をとりながら、協力関

係を構築していたことも大きいかと考えてお

ります。 

 ４点目は、平常時からの防疫演習の実施、

埋却地や消毒ポイント箇所の設定を行ってい

たことでございます。 

 防疫演習は、関係機関にも参加いただき、

県全体ではなく、各振興局卖位なども含めま

すと、昨年度は約20回実施いたしました。 

 また、消毒ポイント候補地といたしまし

て、あらかじめ約500カ所を選定いたしてお

りました。短時間での消毒ポイント設置につ

ながったものと考えております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２の検証に基づく熊本県防疫マニュアルの

見直しの方向性についてでございます。 

 今回、初動が早く、防疫措置は、基準でご

ざいます発生後72時間以内に終息をいたしま

したが、現場におきましては、資材調達のお

くれ、連絡体制の不備など、多くの反省点も

ございました。 

 そこで、防疫作業に従事いたしました一般

職員に対するヒアリングやアンケートの実

施、また、市町村や関係機関などからも幅広

く意見を聴取いたしました。これらの意見を

検証し、今後の発生に備えた防疫措置の迅速

化と強化を図るために、防疫マニュアルの見

直しに着手したところでございます。 

 防疫対策の強化という面でございますけれ

ども、発生農場の防疫措置の強化、指揮命令

系統の確立でございます。 

 今回は、羽数が10万羽を超えるということ

で、多数の人員を農場に送り込みましたが、

統率のとれた作業が困難となる場面が見られ

ました。そのため、作業班のリーダーを設

け、班ごとの効率的な作業ができるようにす

ること、支援センターでの人、資材を管理す

るための総括責任者配置など体制を強化する

こと、人事異動後の研修会の早期開催などを

行うことといたしております。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 人員確保、資材などの総合対策の強化でご

ざいます。 

 対策本部と現地対策本部の情報の共有化、

連携強化でございますが、今回、農場内と支

援センター、そして本部との連絡体制が、情

報機器の不足などによりまして不十分な点も

ございました。通信手段をきちんと配備する

ことや、マスコミへの情報提供のための撮影

班の配置、簡易検査陽性段階での関係機関へ

の通報をするということをいたしました。 

 ３点目は、発生規模、防疫期限に応じた動

員についてでございます。 

 これまで、肉用鶏４万羽規模での動員計画

を作成しておりましたけれども、発生規模に
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応じた動員計画の事前作成を行います。ま

た、発生農場、地勢、気象条件に応じた派遣

によりまして、24時間での殺処分、72時間で

の防疫措置完了に向けた派遣要請を行えるよ

うにいたします。 

 ４点目は、発生に備えた適正な防疫資材の

備蓄でございます。 

 これまで、平均的な４万羽想定の資材を備

蓄しておりましたが、今回は10万羽を超えた

ことから、資材備蓄量を10万羽想定といたし

ました。また、備蓄も、中央家保以外に、そ

のほかに４つの保健所がございますけれど

も、それぞれの各保健所に１派遣分を備蓄い

たします。 

 また、追加資材の確保先につきましては、

あらかじめ連絡先等を確認しておりました

が、今回は発生確認が休日で、しかも夜間だ

ったことから、相手先と連絡がとれず、不足

資材の確保や運搬の要請が非常に困難を伴い

ました。そこで、休日、深夜における備蓄資

材配送計画を策定いたします。 

 ５点目に、作業工程に応じた資材在庫、資

材補給でございますが、先ほど申しましたよ

うに、夜間での資材確保が困難であったこと

もありますが、農場と支援センターと本部で

の情報連携不足もございまして、在庫と必要

量の把握ができなかった場面もございまし

た。 

 そこで、支援センターに工程管理者を置

き、常に資材の確保、使用状況を把握し、管

理できるようにいたします。 

 以上、検証に基づく熊本県防疫マニュアル

見直しの方向性を説明いたしましたが、現

在、これら事項を踏まえ防疫マニュアル改定

に取り組んでおり、今月中には改定作業を終

了し、関係機関と情報を共有化していくこと

としております。 

 このことにより、発生後の防疫体制の強化

を図るとともに、日常の防疫対策の徹底につ

いて指導を強化してまいります。 

 高病原性鳥インフルエンザへの対応につい

ての報告につきましては以上でございます。 

 

○渕上陽一委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○村上寅美委員 最初に報告してくれた水と

みどりのこれに、２番目の法人、資本金額に

応じてと書いてある下に県民税、それから均

等割と書いてあるが、法人の場合は、これは

資本金に応じてというが、大体どういう仕分

け方になっとるかな。 

 

○田中農林水産政策課長 法人のほうは、資

本金額に応じまして額が変わっております。

例えば50億円を超える部分は、年額４万円で

ございます。それからずっと刻んではござい

ますけれども、例えば1,000万円以下になり

ますと、年額が1,000円でございます。その

間に、資本金額に応じて額の違いが設定して

あります。 

 

○村上寅美委員 私は、一回農水かどこかで

質問したと思うけど。これだけ貴重な水が、

やっぱり日本一の水量ということで、地下水

でね、我々は恵まれているけど、本当に水は

大事だと思うんですよ。 

 この水を商品化している企業があるでしょ

う、水自体を。水を使ってＩＣとかいろいろ

あるように――水を使っている人を言ってい

るわけじゃないよ。水本体を商品化して販売

している。こういう人たちはただたいね、水

は。 

 それと、御船あたりには、夜中というか、

福岡あたりから保冷車で何台て毎日くみ上げ

よるて、これは吉本議員が言いよったが、古

くから。そういうのは放置しとっていいのか

と思うた。水を商品にしているわけだから。

この商品に対しての質問よ、僕んた。そうい



第３回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成26年６月25日) 

 - 20 - 

う貴重な水をたい、ただでやる必要はなかて

思うばってん、どぎゃんね。 

 

○田中農林水産政策課長 これは環境の分野

にもかかわってまいりますけれども、地下水

の関係については、大口の取得者とかにつき

ましては協力金――税という形ではございま

せんけれども、協力金という形で金額を徴収

しているというふうに…… 

 

○村上寅美委員 そがんしたことでごまかす

けんいかんたい。水自体が商品になりよると

だけん。企業としての協力金はどれぐらい出

よるや、それなら。 

 

○田中農林水産政策課長 済みません、ちょ

っと今手元に数字を持っておりませんので。 

 

○村上寅美委員 詳しく俺に教えてくれ。 

 

○田中農林水産政策課長 後ほど、またこち

らのほうから御報告いたします。 

 

○村上寅美委員 だから、水を利用して企業

を誘致して、こっちに来られて水を使ってい

るということを言っているんじゃないです

よ。水は使わないかぬから。水を求めて熊本

に来られたなら、ＩＣなんかそうでしょう

が。僕が言っているのは、井手君が言ったこ

れたい。こういうのを企業が使っているやつ

は、やっぱり何がしかのあれをいただいても

いいんじゃないかなと思う。それは調べとっ

て。全国的なこともちょっと調べとってみ

て。俺は、こういう貴重な水をただで持って

いくという法はなかろうと思うがな。と思う

から、要望しときます。結構です。 

 

○井手順雄委員 同じく、森づくり税につい

て質問いたしますが、もう既に17年から10

年、１期、２期と終わられて、今度３期の案

というのがありますが、また継続してされる

んですか、この事業は。先ほど話がありませ

んでしたけれども。 

 

○田中農林水産政策課長 先ほど実績とかを

御説明しましたとおり、森林の公益的機能に

非常に効果を上げていると考えておりますの

で、継続ということでこの方向性を出してお

るところでございます。 

 

○井手順雄委員 そういうことであれば、県

民あたりは、特別税として500円個人的に払

っていると。そういう状況の中で、５年、５

年の総括というのは何かされて、県民にお知

らせしているというのはありますか、何か。 

 

○田中農林水産政策課長 毎年度、実績につ

いては、ホームページで御報告あたりをした

り、あるいは新聞あたりに掲載して、その事

業の効果あたりをお示ししているところでご

ざいます。 

 

○井手順雄委員 実績はよくわかります。し

かし、それで実績があって、なら、どこがど

うなったのかと、どういうふうによくなった

のか森林がとか、どういうふうに水の涵養が

できてきたのかとか、そういった踏み込んだ

検証、やっぱりこればして県民の理解を得な

ければ、勝手に５年更新で継続してしていく

なんてもってのほかだと思います。それは、

そういったことをやりながら県民に知らせて

ください。 

 それと、この課税の目的という中で、森林

を全ての県民の財産として、公益的機能の維

持増進を図ると。これは、山から川を通じて

海に流れてくるんですよ。何で海というのが

これは入ってないのかなと。こういう基本的

な、課税の目的の中で、５年更新の中で、山

と川と海はつながっていますよというような

文言も――これはもう大分前から私言ってい
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ます。そういったことも検討していただきた

いなというふうに思いますし、今期、３期の

目標の中で、災害時の漁業者等が実施する流

木除去というような、３番に書いてあります

けれども、一昨年の阿蘇の大水害、５日間で

推定80万立米、阿蘇から膨大な火山灰が流れ

てきたんですよ、有明海に。そのとき、大変

でした。今でも、二枚貝、アサリ貝、ハマグ

リがとれません、白川河口では。 

 そういう状況下の中で、この３番に書いて

ありますけれども、流木等も最近半端じゃな

い。それとか、流木にしても、小さいごみで

すね、ヨシとか、そういうのが最近は異常に

多く発生して、漁場はノリ養殖場があるんで

すよね、有明海には。目に見えないごみも、

今は消費者から言わせれば、もう受けつけな

いというような状況の中で大変苦労してい

る。ノリ業者さんは、そのごみとり機をつけ

てなければもう商品にならないと、こういう

ところまで来ているんですよ。 

 そういう中で、ここに書いてありますけれ

ども、過去10年間、そういった流木等の除去

は、何回、幾らぐらいされましたか、今ま

で。それをお聞かせください。 

 この森づくり税を用いて――今22億も基金

で積んどんなはるですけれども、このお金を

用いて、そういう流木の撤去をしたという事

業はあるんですか、なかっですか。 

 

○平岡水産局長 詳しい資料はちょっと手元

に持ってきておりませんけれども、私の記憶

の中で御説明させていただきたいと思います

けれども、阿蘇の大水害の前に、漁民の方が

流木を処分されることに対して、１回か２回

助成を出した記憶がございます。金額的には

300万程度だったと思いますけれども。 

 

○井手順雄委員 ありません。ありません。 

 それで、さっきも言ったように、漁民も、

森づくり税500円払っているんですよ。さっ

き言ったように、やっぱりつながっているわ

けですよ。最終的な、そういったごみの除去

とか、もうボランティアでやっているんです

よ、しようがないけん。我がで製品をつくら

ないかぬから。そういうところに、私は再

三、この森づくり税の中から、些尐でいいけ

ん、毎年毎年、清掃代に出してくれんですか

ということはもう延々と言っています、この

税金ができたときから。全く県は動かない。

これはどういうことでしょうか。結局、山と

海は関係ないと思うとるんですか。どうでし

ょうか、執行部。どぎゃん思いますか。 

 

○梅本農林水産部長 大変大切な点を今幾つ

か御指摘がございました。 

 １つは、５年目、10年目の区切りを迎えて

いるんだから、毎年毎年の実績ではなくて、

きちっと検証して、そして県民に御説明し、

そして継続するならするで、理解を得るよう

にしなさいという、その点はきちっと受けと

めさせていただいて、これから、この１年、

委員会で御議論いただきますけれども、早目

にお示ししながら、この委員会を中心に御議

論いただきたいと思っております。 

 ２点目でございますけれども、確かにこの

10年間、この目的にありますように、森林を

全ての県民の財産として守るということか

ら、ここにありますような、公益的機能とか

森づくりとかいうことがメーンでといいます

か、そこを中心でといいますか、ほぼそこに

この税金を使わせていただいておりました。 

 私ども、今御指摘のような、大水害のとき

の流木処理を漁民にお願いしたりしまして、

これはやっぱり漁民の方も、山の重要性を認

識しながら、大変な御苦労をいただいて流木

処理をいただいたし、また、一方において、

漁民の森をつくっていただいたり、さまざま

な川下、川上の連携の取り組みが出てきてお

ります。 

 そういった意味で、この10年が終わって、
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今後継続させていただくに当たっては、今の

ような視点を新たにきちっと入れまして、そ

して、そこをある意味で柱として、新たに柱

立てをして、そういったものに使わせていた

だく、そういう方向性が出ればいいなと思っ

ております。 

 その議論をこの１年させていただく、そう

いったことで、この次の５年間については、

流木被害に対する漁民の御負担等に対しても

この税を使わせていただくことができるよう

にできればなと考えております。 

 

○井手順雄委員 わかりました。 

 実は、この２期の当初の部分のときにこう

いった質問をいたしました。それで、それな

ら出しましょうと、その事業の中で清掃費を

考えますというところで、水産関係の窓口と

してＪＦに持ってこられたわけですよ。ハー

ドルがこがん高いんですね。いかにも使わせ

るなというようなハードルで持ってきたんで

すよ。ですから、ＪＦは断念さしたんです。

そういった経緯があります。  

 ですから、やはり山をつくるならば、海も

あわせてやっていただきたいという気持ちを

持ってですよ。やっぱり山も川も海も同じな

んですから、つながっているんですから。そ

こは、この水とみどりの森づくり税というの

は、そこに使っていただければということで

質問したわけでございますので、今部長の答

弁のように、今後対策を考えていくというこ

とでありますので、ひとつ前向きにお願いい

たします。 

 

○村上寅美委員 私もちょっと関係している

ＮＰＯがあるけど、名称から、金峰・有明環

境会議というＮＰＯの法人があります。どこ

か課は知っているだろう。植林と伐採、下刈

り、春、秋やっていますから。 

 それは、今井手君が言ったのもそうだけ

ど、俺はもうちょっと、やっぱり有明海は終

末処理場ですよ、実態の。それと、やっぱり

昔は100年周期に農業干拓というのがずっと

やられているけど、ほとんど熊本新港以外は

有明海はさわってないな。そういうことで、

生活排水も含めて、今の話と一緒だけど、こ

れは一体ですよ。 

 だから、ごみとか泥とかももちろんそれも

だけど、有明海とか、そういう海が全ての犠

牲になっとるわけよ。そうでしょう。だか

ら、そういうのが見えないうちに、だから、

何項目か集めて有明海再生て特別委員会まで

つくって、いろんな項目をしているから、こ

れは実行してくれないかぬわけたいね、４県

で。それも、熊本が見本で、４県で事務レベ

ルで交渉をして、そして有明海の特措法とい

うのはできたんですよ、有明海再生のため

に。 

 ということは、ノリもアサリもそうだけ

ど、全て沿岸の漁業というのは、ほとんどが

死滅してしまって、育ちません、今は。ほと

んど育ってない、有明は。ということは、も

う土壌自体がヘドロ化しとるということもあ

るから、これは何回も質問しとるけど、この

辺を、梅本君、やっぱり中長期的な対策とし

て――国にも言っていますよ、これは。国に

も行きました。だから、ぜひ、今井手君が言

った問題も含めて、有明海の問題を検討して

ください。 

 それで、ちなみに、この前、僕は東京都に

行ってきたけど、東京湾は臭くてどうしよう

もなかったって言ったら、今どうですか。ウ

ナギとかアナゴが、江戸前でびゃんびゃん食

われるぐらいよりか、名産になっとる。何

と、東京都と隣県の下水処理が全部完備され

とる。全部完備されてから、本当に今東京湾

は、そんな江戸前の握りに使うような魚にな

っているんですよ。行ってきた、僕は見に。

今度質問しようと思うとるから。 

 だから、ぜひ有明海も、今そういうヘドロ

が蓄積しているんだから。だから、そういう
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のは生活排水から農業から、それから災害が

あったら山林が崩れて、川に入ったらもうヘ

ドロですからね。それが、やっぱり100年間

もずっとそのまま、流れたままで来ていると

いうようなことですから、ぜひこれは本格的

に、大がかりに検討をしてもらいたいという

ことを、答弁はできぬでしょうから、要望を

しておきます。 

 それから、今さっきはノリの問題であった

けど、県管理河川に木が植わっとるところが

ある。木が、中州ができて。そして、さっき

言った、ごみがあって、それが網にかかって

漁ができぬという要望はもう幾つも来とる。

だから、県管理の河川の調査もまずやってく

ださい。坪井川とかいろいろあるでしょう、

県管理の河川の。どういう状況かというの

を。草ぐらいならよかばってん、木の植わっ

とるのがある。その辺もやっぱり管理者とし

てはちょっと見てもらいたい。 

 

○梅本農林水産部長 この水とみどりの森づ

くり税につきましては、きょう初めて、こと

し１年間、こんな形で県民の声を踏まえなが

らということは、県民の代表でありますこの

委員会で御議論いただきながら、継続に向け

て御議論いただきたいという、その最初だと

思っております。 

 本日の御意見を踏まえて、きちっとした柱

立て、そして、御議論いただくようなものを

示して、深めていただくように、ぜひ準備さ

せていただきたいと思います。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○堤泰宏委員 鳥インフルエンザのこの報告

資料の４ページ、もうたくさんの委員さんか

ら皆さんに対する敬意は表してありますの

で、それは省略をいたします。 

 多良木農場が５万6,000羽、それから相良

村農場が５万6,000羽、これは全て殺処分さ

れて埋却をされたわけですね。これは敷地内

に埋められたわけですね。 

 それで、時間の経過も書いてあります。そ

して、４月16日に埋却処分完了。それから、

ずっと進みまして、一番下の欄に、多良木農

場は、８月１日からひなを入れるということ

でしょうね。それから、相良農場は、もうひ

ながやがて入るわけでしょうね。そういうこ

との過程で、５月末までに発生農家に対する

国の補償の完了、この補償というのは、どの

ような補償でしょうかね。個人が共済とかに

も掛けておられるかもしれぬし、それから、

国は、また独自で経営再開ができるような補

償をされたのかなと思いますので、ちょっと

知りたいなと思ってですね。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 ただいまお尋ねの補償関係でございますけ

れども、５月末までに国の補償完了と書いて

ございますけれども、これにつきましては、

殺処分した鳥の費用、それから、同じく汚染

物品でございます、そのときに備蓄してあっ

た餌ですとか、そういったものも全て穴の中

に埋却をいたしました。 

 それにつきましては、積算をいたしまし

て、国のほうが発生農場に対してお金を払う

という形になってございます。これについて

は、県じゃなくて、国が直接払うというよう

な形になってございます。 

 それから、農業共済につきましては、ブロ

イラー関係は対象となってございませんの

で、農業共済対象はございませんけれども、

互助基金と申しまして、万が一のときにとい

うことで農家がそういう掛金を負担して、そ

ういう制度がございます。それにつきまして

は、この発生農家につきましては互助基金の

ほうに入っておられたので、その方に対して

は出る形になるかというふうに思っておりま

す。 
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 以上でございます。 

 

○堤泰宏委員 それはもう経営支援のお金に

なるですよね。国のは、まあ俗語で言うと、

鶏とか餌を買い上げたような形ですよね、国

の分は。そうすると、互助資金は、その間の

収入がないわけでしょう。ですから、それを

経営支援するとかじゃないかなと思って、ち

ょっと。 

 

○矢野畜産課長 ただいま申し上げました国

のほうは、損害につきまして、国のほうが一

応100％、10分の10出すという形になってご

ざいますので、殺処分しました鳥につきまし

ては出されるわけでございますけれども、新

たにそれを経営再開に向けてのお金に使われ

るかというふうに思っております。 

 

○堤泰宏委員 いやいや、その互助のお金

は、やっぱり経営支援をするわけでしょうた

いな。その鳥が何羽死んだから幾ら出すと

か、そういうことじゃないとでしょう。今、

相互互助の何か。 

 

○矢野畜産課長 ちょっと説明が悪くて申し

わけございませんでした。 

 国のほうで払いますのは、殺処分いたしま

した鳥とか、それから餌とか、そういった埋

め込みました資材とかにつきましてお金を出

すという制度のものでございます。 

 これは経営再建に使われるものと思います

けれども、もう１つ申し上げましたのは、互

助基金という制度がございまして、それにつ

いては、新たにこの農家が経営再建する場合

に、それに対して幾らか出ると。ちょっと詳

細については把握しておりませんけれども、

農家に対して、その互助基金側から支払うと

いう形になるということでございます。 

 

○堤泰宏委員 それで、国の補償は経営支援

には行かぬと思うですね。ひなの導入費、

餌、これは購買しとるわけでしょう。買うと

るわけでしょう、養鶏農家が。だから、それ

を代がわりするだけですから、経営資金には

行かぬですよ、これは。と私は思います。だ

から、経営を再開する経営支援というのが要

るはずですよね。だけん、お尋ねしたんです

ね。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 確かに、おっしゃられますように、殺処分

をいたしました鳥とか、汚染物品を処分した

ものについてお金が来るということでござい

ますけれども、それについて、まあ農家がど

ういうふうにお金を使われるかわかりません

けれども、経営再建をするためには、そのお

金を含めまして、あるいは農家の規模により

まして、資金を借り入れるなりの形は出てく

るかなというふうに思います。 

 

○堤泰宏委員 なら、もうよかです、これ

は。切りがないけんですね。 

 

○浦田祐三子委員 私からも、今回の鳥イン

フルエンザに対する対応につきましては、心

から本当にこういう迅速な対応に敬意を表し

たいというふうに思います。  

 視察等にも行かせていただきましたけれど

も、その中でも話が上がっていました、殺処

分に当たった職員の方、職員以外の方もそう

ですけれども、そういった方々に対する精神

的な、メンタルな部分の何らかの対応はされ

ていらっしゃるのか。わかる範囲でいいので

教えていただけますか。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 ただいま委員がおっしゃいましたように、

日ごろさわったことのない鳥、しかも、それ

の殺処分という作業につかれるということ

で、メンタル面の心配というのも確かにござ
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いました。これにつきましては、健康福祉部

の専門のほうが、ヒアリングですとか、アン

ケートとか、それから、受け付け、相談窓口

の設置とかをやっていただきました。 

 それにつきまして、メンタル的に問題が出

てきたという形は、今のところ私どものほう

には聞こえてきておりません。基本的に、今

の段階では大丈夫かなというふうに思ってお

ります。 

 

○浦田祐三子委員 わかりました。ありがと

うございます。 

 今後ないことを願うんですけれども、そう

いった部分の対応もまた頭に入れていただけ

ればなというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○岩中伸司委員 もとに戻って申しわけあり

ませんが、水とみどりの森づくり税で、これ

はいろいろ今質問が出ましたが、私は、平成

17年当時、これはどうもこの税制導入のとき

に反対討論をしたのかなと、これには反対を

したんだなというような記憶があります。 

 当時は、やっぱり環境を大切にしたいと

か、いろんな森を大事にしたい、これは思い

は一緒ですけれども、こういう目的税になれ

ば、もう10年たって、今でも１人500円の税

と――これは年間ですけれども、ここで先ほ

ど紹介があったとおり、徴収されているんで

すが、ほとんどの県民は、こういう税金を払

っていることそのものが、もう今認識として

はないんじゃないかと思うんですね。ですか

ら、私は、本来なら、この目的に対するやつ

も、予算の中で、財政を確保する中でやっぱ

り使っていくべきだというふうな、そういう

主張をしたと思うんですが、今でもその気持

ちは同じです。 

 たしか、これが一番最初にスタートした、

まあ高知県あたりが突破口だったんじゃない

かなと思うんですが、それからすれば、もう

この間10年以上たって、熊本県も、早いほう

で導入されたと思うんですね。 

 これは５年ごとの区切りでこうなっている

んですが、現在は全国の各県がやっているの

かなという、私は、まだこういう――名称は

いろいろ各県で違うと思うんですが、これに

似たような、いわゆる環境税みたいな形で導

入されていない県というのは、どれくらい今

あるんですか。 

 

○田中農林水産政策課長 全国で現在――名

称は違いますけれども、全国で33県が同様な

制度を持っております。ですから、残りの県

がまだというところでございます。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、これを導入し

ていない県も、同じように森を大切にしてい

る県や都道府県と思いますね。ここでやって

いる事業がそれなりになされているというふ

うに思いますが、これは、熊本県は第３期を

今度は提起をされるんですが、永久的な税に

位置づけられているのかなという感じがしま

すが、そこはどうですか。 

 それと、導入して、例えば５年でやめた県

とかいうのがあるのかどうなのか。それはあ

りますかね。 

 

○田中農林水産政策課長 導入して、途中で

やめた県というのはございません。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、やっぱりこれ

は一つ導入したら、その金額が財源として使

われていかなければもう運営できないように

なって、未来永久的に続くという、そういう

考え方に立っていいんですかね。(「５年、

５年で見直すとだろう」と呼ぶ者あり)見直

しはするけれども、やめたところはないとす

れば、熊本県の場合はどうですかね。 

 

○田中農林水産政策課長 条例の附則のほう
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にも、５年ごとの状況を踏まえて検討という

ことがございます。施策のほうは、新たな施

策に充当するというような形で進めておりま

すので、そのあたりも含めまして検討すると

いうことになると考えます。 

 

○岩中伸司委員 大体ずっと未来永劫続くん

じゃないかなというふうな思いでいますけれ

ども。 

 

○梅本農林水産部長 非常に言葉足らずで申

しわけございません。 

 この税は、大変貴重なお金を県民からいた

だいておりまして、その意識をまず基本に据

えないとだめだと思います。それで、これは

自動的に入ってくるような感覚だと全くだめ

な話だと思います。我々のスタンスとか、説

明ぶりが気合いが入っとらぬで申しわけない

ですけれども、５年ごとにやっぱりきちっと

県民の方々に諮って、ということは、この委

員会で御議論いただいた上で次の展開を考え

る。そのときに、漫然とこれまでしとったか

らこれを継続したいというのではやっぱりい

かぬと思います。 

 それで、ここに尐し新たな方向性、人づく

りとか、山村が求めていることを書きました

けれども、そういったニーズが新たに出てい

ますし、それから、きょう御議論いただいた

ような、川上から川下までのようなことも新

たに出てきております。こういった事柄を入

れて、そして、県民の方に御負担いただくこ

とについて理解を求められるかどうか、そこ

を深めていかなくちゃいけないと思っており

ます。そういうものをこちら側もお示しし

て、そして議論を深めていただくように、こ

の１年間で、というふうに考えております。 

 

○岩中伸司委員 たしか導入されるときか

ら、やっぱり県民のそういう環境問題の啓

発、意識の啓発とか、そういうのもやっぱり

重視されて導入されたと思うんですね。そう

いった意味では、忘れられている、そういう

現状では、この税そのものの県民に与える、

何というか、啓発の部分が不足をしていると

いう問題、今部長おっしゃったような形で進

めてもらえば、尐しは県民も環境に対する意

識が高まってくるのかなと思うんですが、ち

なみに、これは今ちょっと出たんですが、基

金は上限は幾らぐらいまで積み立てていく―

―上限がありますか。 

 

○田中農林水産政策課長 ここに基金と書い

てありますけれども、これは税収が尐ないと

きには取り崩して、税収が多くて事業量が尐

なかったときには積み立てるということで、

実際はこの基金は変動しまして、約5,000～

6,000万とか、そういうところで基金の残高

としてはあっております。 

 ですから、この20億がそのまま基金として

残っているわけじゃなくて、毎年度毎年度の

事業に使っておりまして、その残りは、例え

ば必要な場合は取り崩して使うというふうな

運用になっております。 

 

○岩中伸司委員 そうしたら、基金というの

は、今言ったように、非常に必要なときに取

り崩して使うということですから、5,000万

前後ぐらいでずっと推移をしていくというこ

とで考えていいですね。わかりました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了します。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○早川英明委員 これは簡卖なその他ですけ

れども、先ほど県内の直売所の話が出ました

けれども。ちなみに、今、この直売所の大小



第３回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成26年６月25日) 

 - 27 - 

はかかわらず、県内の売上高のベスト３ぐら

いわかりますか。で、ベスト３の売上高。 

 それを聞きたいのは、それぞれの地域によ

って、それによってまたいろんな農業の形態

あたりも考えていかないかぬならということ

で、ちょっとお聞きをしたいというふうに思

います。 

 

○西山流通企画課長 ちょっと資料的に持っ

ていませんので、大きなところは、宇城のサ

ンサンうきっ子宇城彩館ですかね。それか

ら、鹿本の夢大地館、それから芦北のでこぽ

んあたりですね。あと、七城町のメロンドー

ムが一番大きいという形になりますね。 

 大体、今の傾向から見ると、地元の人がス

ーパーマーケット的というか、いろんな品ぞ

ろえが非常に多くて、地元の人たちがよく入

ってくるという、まあリピーターが多いとい

う形が多いと思います。 

 それから、よく売れる産品としては、お惣

菜、弁当だとか、それからまんじゅうとか、

そういうところが手軽に食べられる加工品、

その日のうちに消費するようなもの、そうい

う形が売り上げとしては多いという状況で

す。 

 

○早川英明委員 これは、私は今ちょっとお

聞きしたのは、ただ県産品の売り上げだけじ

ゃなくて、そこにいろんな品物を出す方々

が、あるいはほとんど私拝見してみますと、

高齢の方が多いわけですね。若い方は、大農

でやって、こういうところには出さなくて、

ほかのいろんな販売ルートで農業の収益を上

げていらっしゃるけれども、こういうところ

は案外高齢者の方がされよるということで、

これは、ひいては自分たちの収入源にもなり

ますけれども、健康づくりにもなるわけです

よね。 

 そういう視点から、これはなかなか大変い

い直売所であるというふうな思いがしました

ものですからお聞きをしたところであります

し、なら、額あたりはまだわからぬとです

ね。いいです、そこはわからぬでも結構で

す。大体、その大きいところは、今そういう

形で推移しておるということですね。わかり

ました。 

 

○井手順雄委員 熊本県の管理する護岸、い

わゆる海と陸の農整護岸といいますか、そう

いうのがありますね。その中に、大きい樋門

だったり、小さい樋門だったり、いわゆる自

然排水の樋門があると思います。そこが、現

状は自然に排水できているのか、できてない

のかというのは把握されておりますか。 

 

○池田農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 卖県費で各樋門ごとに――尐額であります

が、市町村、土地改良区の方にお願いして管

理しております。ただ、全体的に閉塞して使

えないものはあります。ただ、それがどこに

というのは、ちょっと手元にありませんので

わかりませんけれども。 

 

○井手順雄委員 現在、海のほうが高うなっ

て、陸が低くなって、樋門が全く活用してい

ないと。強制排水で、ポンプで排水せんと、

その地区は水害になってしまうという地区が

だんだんふえてきているんですよ。そういっ

たことがありますので、そういった樋門等に

ついて、全てちょっと調べていただきたい。 

 それと、それプラス、今のところは何とか

干潮時には流れるけれども、あと何年したら

そこは使えなくなるとかいうところが大分あ

ると思うんですよ。そういった計画、計画と

いうか、あと何年ぐらいにこの樋門は埋まっ

てしまうばいというようなところまでの調

査、そういうのをしていただければ、今度は

水産のほうで、その土砂はどぎゃんするかと

かいったことをもうそろそろ始めていかない
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と、有明海、八代海のそういった樋門は、全

てもうポンプじゃなかと排水ができないとい

うようなところになってきますので、もうそ

ろそろこの辺で手を打っていかなくちゃいけ

ないというような状況になると私は思ってお

りますので、ぜひともそれの調査をよろしく

お願いいたします。 

 

○池田農地整備課長 まとまり次第、お届け

いたします。 

 

○井手順雄委員 以上です。 

 

○浦田祐三子委員 済みません、１つ提案を

させていただきたいんですけれども、豚流行

性下痢について、いわゆるＰＥＤですか、こ

れに関しまして、昨年の10月に発生して、国

内で７年ぶりの発生ということなんですけれ

ども、県内でも多大な被害が出ております。

子豚が6,000匹死亡したというふうに伺って

おります。 

 私も、養豚農家の方とお話をする機会もあ

りますけれども、今後の経営、また、被害の

拡大が非常に心配だと。なおかつ、ただでさ

えこれまでの経営も大変だったんですけれど

も、こういった被害が出てくると、また今後

の経営にも影響してくるんじゃないかという

ことでありますので。 

 また、きょうは、菊池市からも要望書が提

出をされておりますので、できれば、ここで

早期の鎮静化、そして養豚産業の維持、発展

のためにも、国に対して意見書を提出してい

ただければというふうに思いますので、御提

案をさせていただきたいと思います。 

 

○渕上陽一委員長 ただいま、浦田委員から

意見書提出についての提案がありました。 

 意見書案を用意しておりますので、まず配

付をさせていただければと思います。 

  （意見書案配付) 

○渕上陽一委員長 意見書を書記から読み上

げさせます。 

 

○黒岩議事課主幹 読み上げます。 

    豚流行性下痢、ＰＥＤ対策に係る意

見書（案） 

  近年の配合飼料価格の高騰により養豚農

家においては厳しい経営状態が続いてい

る。 

  このような中、平成25年10月、国内で７

年ぶりに発生した豚流行性下痢（ＰＥＤ）

は、平成26年６月８日現在、１道37県に拡

大し、全国で754件、約22万頭の子豚が死

亡し、本県においても、32件、約6,000頭

の子豚が死亡するなど、近年にはない被害

が発生している。 

  これまで、養豚関係者による消毒の徹底

など飼養衛生管理基準の遵守や衛生対策の

強化など官民挙げた防疫対策の強化にもか

かわらず、県内外においてＰＥＤ発生が沈

静化に向かわない状況から、県内の養豚農

家やその関係者からは、感染拡大への不安

のみならず、経営への悪影響を懸念する声

が大きくなってきている。 

  よって、国におかれては、こうした現状

を踏まえ、ＰＥＤの早期沈静化と、本県の

みならず我が国養豚産業の維持・発展が図

られるよう、下記の事項について責任を持

って対応されるよう強く要望する。 

記 

 １ 早急に発生原因の究明を行い、さらに

強力な防疫対策を検討すること。 

   発生から半年以上を経過した現在にお

いても、侵入経路等がはっきりせず、

全国的に感染拡大していることから、

早急に感染拡大の原因究明を行うこと

ともに、さらに強力な防疫対策につい

て検討すること。 

 ２ 疾病の発生予防、まん延防止のための

支援を講じること。 
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   農家は、消毒機器や薬剤等消毒に要す

る経費が増加しており、これらを支援

する十分な財源確保を行うこと。 

 ３ ＰＥＤワクチンの安定供給を図るこ

と。 

   ＰＥＤ発生による被害を軽減するた

め、ワクチンの需要に見合った安定

的、継続的な供給体制を維持するこ

と。 

 ４ 経済的負担を受けた農家への財政的支

援を図ること。 

   飼養する豚の死亡により収入が減尐

し、経営の継続や維持が困難となる農

家に対して、必要な資金を融通すると

ともに、借り入れた資金の金利負担を

軽減すること。 

   さらに、所得補償対策も検討するこ

と。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意

見書を提出する。 

 以下は省略させていただきます。 

 

○渕上陽一委員長 それでは、配付した意見

書案について質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 それでは、委員会から議

長に意見書案の提出をしたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認め、この意

見書案により議長宛て提出することに決定い

たしました。 

 ほかに、その他で何かありませんか。 

 

○早川英明委員 畜産課ですかね、ちょっと

お尋ねですけれども、今、県内のそれぞれの

地域に――今この豚のが出ましたけれども、

豚のし尿処理場といいますか、汚水処理場が

今補助事業で建設されていますけれども、せ

っかくのいい処理場ができて、今までそれぞ

れの養豚農家が素掘りをして、そこにし尿を

ためとったのをバキュームで引いてきてこの

処理場に持っていかれよるですが、処理場は

立派な処理場ができていますが、この維持管

理が全くされていないところとか、河川に流

れておるのを見ますと、はっきり目で見てわ

かるような状況が――ほとんどそのような形

だろうというふうに思っています。 

 ここは、普通の畜産じゃない処理場は、そ

れぞれの監督官庁がありますよね。畜産の処

理場あたりは、どこがそういう監督をしてい

らっしゃいますかね。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 ただいまおっしゃいましたのは、家畜ふん

尿の処理場の件でございましょうか。 

 

○早川英明委員 そうです。 

 

○矢野畜産課長 家畜ふん尿の処理場につき

ましては、畜産課が指導監督する形になって

ございます。 

 ただいまおっしゃいましたような、基本的

には処理場で浄化処理をして放流していると

いう形になっているかと思います。一応、い

ろいろ不備がございましたら、私どもが指導

に入るという形で考えてございます。 

 

○早川英明委員 それはわかりますけれど

も、そういうことで畜産課が今管理されとる

ということで、ほとんどこれは管理上いろん

な制約というのはないというふうに思います

けれども、ここに、適正な受け入れの放流水

量によって技術管理者が要るとか、あるいは

そういう方はここの中で管理はされとらない

で、畜産の農家の方々がそれぞれ自分たちで

管理をされとるという現状でしょうか。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 
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 基本的に、浄化処理場は、養豚農家のグル

ープとかがつくってございまして、そこが管

理する形になっております。 

 

○早川英明委員 だから、水質管理がでけぬ

ということですね。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 基本的には、排水基準というのがございま

すので、きちんとそれは守っていただく必要

があるかというふうに思っております。 

 

○早川英明委員 それなら、年に何回か、水

質検査あたりも畜産課が行われております

か。 

 

○矢野畜産課長 水質検査としては特にござ

いません。ただ、いろいろ問題が出てきたと

ころには、農家に立ち入りをいたすという形

でございます。 

 

○早川英明委員 だから、私が今聞いている

のは、ほとんど水質検査あたりが行われてい

ないから、まともな水が流れて浄化をしてい

きよらぬ現状というふうなことを私は今言っ

ているわけでありまして、そこらあたりは、

これはいろんな農業集落排水とか、ああいう

やつとは別に、畜産ですから、そういう規制

は――今国の法律的な規制はないでしょうけ

れども、きっちりとやっぱりその管理をして

いらっしゃる畜産農家の方に指導をしていか

んといかぬとじゃないかな。せっかくのいい

処理場が死ぬものですよ。 

 一回、県内のそういう処理場を見て回って

ください。ここではもう要りませんから。そ

して、きっちりとした指導をしていただくな

らば、もう処理場はいい処理場ですから、い

い水が流れるというふうに思います。もった

いないというふうに思います。 

 以上です。 

 

○堤泰宏委員 農協改革でちょっとお尋ねし

ます。 

 今国のほうでいろいろ案が出ております。

全中の解体、これは全中はすぐには解体しな

いと、５年以内に組織を見直せというふうな

ことを言っているようであります。それか

ら、全農は、株式会社に将来持っていくと。 

 そうしますと、熊本の場合は、卖協と経済

連と全農でつながっています。ほかの県は、

卖協と全農との２段階制ですよね。それか

ら、農林中金の場合は、県信連というのは、

農業団体の信連というのはないですから、農

林中金と卖協が今直接の取引になっています

ね。 

 それで、農林中金をどういう形にするかに

よって、卖協の金融事業というのが根本的に

変わってきますよね。卖協の金融事業が変わ

れば、農家、生産者への資金の供給とか貸し

付け、こういうのがどうなるかなと、みんな

大変心配をされております。 

 ５年以内ということですから、これはもう

あんまり時間がないですよね。特に金融のこ

とは、農家というのは、卖協にかなり負債を

持って営農されておるわけですから、根本的

な問題になるような気がしますね。 

 それから、全農、経済連、卖協の３段階制

が、これは２段階制を超えて、卖協が自分た

ちで経営運営をせないかぬような感じになる

ような気もいたします。 

 それから、全農というのは、御存じのよう

に、肥料の原料とかを国の委託を受けたよう

な形で独占的に輸入をしたり、そういうこと

をしておる団体ですから、これを株式会社に

しますと、いろんな商社との兼ね合いで、こ

の体制が崩れますよね。肥料の供給あたりが

根本的に変わってくるような気がいたします

ので、熊本は農業県ですから、今からどうい

うふうに対応していくかというのを早目に、

きょうは難しいと思うですけど、次の委員会
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ではまた質問をしたいと思いますので。 

 

○九谷高弘副委員長 もともと、今回、農業

改革について意見書の提出をしようと思って

おりまして、関連してということでさせてい

ただきます。 

 これまでも、先ほど堤先生からお話があり

ましたとおり、農業組合や農業委員会は、地

域生活や地域経済を支える社会基盤として重

要な役割を果たしてこられております。 

 これらの組織が、時代のニーズに応じてみ

ずから改革を進めていくことが必要だという

ふうに私自身も考えておるところであります

けれども、本日も、ＪＡグループや農業会議

からの要望書が配付されております。 

 見直しに当たっては、現在、国の規制改革

会議において、農業改革に極端な議論が行わ

れております。 

 見直しに当たって、農業者の視点から、農

協の原点を踏まえつつ、みずから取り組める

ものとなるように、国への意見書の提出を私

から提案したいというふうに思います。よろ

しいでしょうか。 

 

○渕上陽一委員長 堤先生からも、大変農業

改革について御心配をされておられますし、

これは先生だけじゃなくて、全員がそういう

ふうな意見を持っているんだろうというふう

に思っておりまして、今九谷副委員長から意

見書の提出についての提案がありましたの

で、意見書の案を用意しておりますので、配

付させていただければというふうに思ってお

ります。 

  （意見書案配付) 

○渕上陽一委員長 書記から、意見書の読み

上げをさせます。 

 

○黒岩議事課主幹 読み上げます。 

    自主性を尊重する農業改革を求める

意見書（案） 

  本県は、豊かな自然と多様で広大な県

土に育まれ、多彩な農畜産物を生産し、

全国有数の食料供給基地としての役割を

果たしており、基幹産業である農業の持

つポテンシャルを最大限に発揮させるた

めの取り組みを推進している。 

  近年、担い手への農地集積や減反施策の

見直しへの対応など、大きな変革に向け各

地区では、市町村、農業団体、農業委員会

が一体となった取り組みが求められてお

り、農業団体や農業会議・農業委員会は地

域農業の強力な牽引者となっている。 

  現在、国において農業改革に取り組まれ

ているが、こうした本県の実情に鑑み、農

業改革を進めるに当たっては、地域農業の

振興はもとより、地域生活、地域経済を支

える社会基盤としても非常に重要な役割を

果たしている中央会をはじめとする地域Ｊ

Ａグループ、並びに農地集積や新規就農者

の育成・確保に熱心に取り組んでいる農業

委員会・農業会議が、時代のニーズに沿っ

て自ら改革できるよう、関係者の意見を丁

寧に聴取した上で、慎重な議論を行う必要

がある。 

  よって、国におかれては、こうした現状

を踏まえ、下記の事項について責任を持っ

て対応されるよう強く要望する。 

記 

 １ 農協改革に当たっては、農業者の視点

から、農協の原点を踏まえつつ、農協自

らが農業者の所得拡大に向けた事業活動

に積極的に取り組める組織となるように

すること。 

 ２ 農業委員会改革に当たっては、地域に

おける農業委員会への期待を踏まえつ

つ、担い手への農地集積、耕作放棄地の

解消、新規参入の促進など、農業委員会

等がその役割を十分に発揮できるように

すること。 

 ３ 農業生産法人の改革に当たっては、農
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業・農村の現場の状況に十分配慮しつ

つ、農業生産法人が地域の担い手として

経営の発展に資するようにすること。 

  以上、地方自治法第 99条の規定により

意見書を提出する。 

 以下は省略いたします。 

 

○渕上陽一委員長 配付した意見書案につい

て質疑を受けたいと思いますが、質疑はあり

ませんか。 

 

○岩中伸司委員 これは、農業改革で今出さ

れているやつを前提としてこれを出すという

ことですか。 

 

○渕上陽一委員長 答申が出て…… 

 

○岩中伸司委員 答申を前提としてというこ

とならば、私は、こういう形にならぬと思う

んですけれどもね。今答申出されている方向

で進めていけば、要望は要望で…… 

 

○渕上陽一委員長 意見書。 

 

○岩中伸司委員 意見書としてあるかもしれ

ぬけれども、そうはならぬから我々は問題視

して…… 

 

○村上寅美委員 結論は出とらぬから出すと

たい。ようはなかですか。 

 

○岩中伸司委員 中身については、私はその

とおり、１から３まで書かれているやつは、

農業者の立場を大事にするということでしょ

う。 

 

○渕上陽一委員長 そうです。 

 

○岩中伸司委員 それはいいですよ。ただ、

今出されている改革の問題は、ちょっと別問

題になるけんな。こういう主張をしっかりし

ていくならば、崩れないかぬと思うもんだけ

ん。 

 

○渕上陽一委員長 そのための意見書。 

 それでは、委員会から議長に意見書案の提

出をしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 異議なしと認め、この意

見書案により議長宛てに提出することを決定

いたします。 

 ほかに、その他でありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書が５件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 次の委員会については、８月８日金曜日午

前10時からを予定しております。 

 なお、正式通知については、後日文書で行

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして第３回農林水

産常任委員会を閉会します。どうもお疲れさ

までした。 

  午後０時８分閉会 
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